令和８年１月３０日
市内建設業者各位
河内長野市総務資源部
契約検査課長
令和８年度市内業者の格付けの取扱いについて　

大寒の候、各位には益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は本市の建設行政に対し、多大なるご理解とご協力をいただき誠に有難うございます。

　さて、この度下記の対象工事の有資格者の方々について、河内長野市建設工事等請負業者選定要綱第３条の規定に基づき、令和８年度等級区分の格付けを行う予定です。格付けは令和８年４月１日現在で有効な経営規模等評価結果通知書の総合評定値（建設業法第２７条の２９）を基に行いますが、令和６・７・８年度競争入札参加資格審査申請（いわゆる「業者登録」）にて提出いただいた同通知書から変更がある場合は、その写しを令和８年２月１３日（金）までに契約検査課へ提出をお願いいたします。

また、下記の４業種以外で登録している有資格業者の方にあっても、変更がある場合は提出をお願いいたします。

記

１．対象工事　　　一般土木工事の土木一式工事
建築工事の建築一式工事

舗装工事

配給水管工事

　

２．備　　考　　　更新手続き中等、期限までの提出が困難な場合は別途ご連
絡ください。


河内長野市総務資源部契約検査課


TEL　　　　0721-53-1111(内線452)


FAX　　　　0721-56-2001


E-mail 　　keiyakukensa@city.kawachinagano.lg.jp








